
日�

時
　
７
月
９
日
㈭
・
10
日
㈮
９
時

～
17
時

場�

所
　
室
蘭
市
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

（
室
蘭
市
東
町
４
丁
目
29

－

１
）

定�

員
・
料
金
　
20
人
・
１
万
９
千
800

円
（
別
途
テ
キ
ス
ト
代
）

申�

込
期
限
　
６
月
29
日
㈪

※�

詳
し
く
は
日
本
ボ
イ
ラ
協
会
室
蘭

的
事
項
を
調
査
、
審
議
す
る
『
登
別

市
環
境
保
全
審
議
会
』
の
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

対�

象
　
市
内
居
住
の
18
歳
以
上
の
方

任�

期
・
定
員
　
７
月
１
日
～
令
和
10

年
６
月
30
日
（
２
年
間
）
・
５
人

申�

し
込
み
　
６
月
24
日
㈬
ま
で
に
市

公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
の
申
し

込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ク
リ
ン
ク
ル
セ

区�

分
・
日
時
　
一
般
・
６
月
30
日
㈫

　
５
～
20
人
程
度
の
グ
ル
ー
プ
の
も

と
に
市
職
員
が
伺
い
、
市
の
仕
事
や

制
度
な
ど
を
分
か
り
や
す
く
紹
介
し

ま
す
。
ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
や
、
身

近
な
課
題
な
ど
に
つ
い
て
懇
談
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

テ�

ー
マ
　
テ
ー
マ
は
自
由
で
す
。

　

�

『
お
す
す
め
メ
ニ
ュ
ー
』
も
活
用

く
だ
さ
い
。

　
第
４
期
登
別
市
地
域
福
祉
計
画
の

策
定
に
あ
た
り
、
市
民
の
参
画
に
よ

る
計
画
案
の
検
討
を
進
め
る
た
め
、

『
登
別
市
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
検
討

委
員
』
を
募
集
し
ま
す
。

任�

期
　
第
４
期
登
別
市
地
域
福
祉
計

画
策
定
ま
で

対�

象
　
市
内
在
住
の
18
歳
以
上
で
福

祉
分
野
に
関
す
る
知
識
、
経
験
、

関
心
な
ど
が
あ
る
方

活�

動
内
容
　
第
４
期
登
別
市
地
域
福

祉
計
画
の
計
画
案
の
検
討
な
ど

申�

し
込
み
　
６
月
15
日
㈪
ま
で
に
社

会
福
祉
グ
ル
ー
プ
備
え
付
け
、
市

公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
の
申
込

　
環
境
の
保
全
な
ど
に
関
す
る
基
本

９
時
30
分
～
12
時
30
分
、
コ
ン
ビ

ナ
ー
ト
・
６
月
30
日
㈫
13
時
30
分

～
16
時
30
分
、
給
油
取
扱
所
・
７

月
１
日
㈬
９
時
30
分
～
12
時
30
分

場�

所
　
市
民
会
館

申�

込
方
法
　
受
講
希
望
日
の
２
週
間

前
ま
で
に
消
防
本
部
、
消
防
署

（
本
署
）
、
消
防
署
（
東
支
署
）

に
備
え
付
け
の
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
北
海
道
危
険
物
安

全
協
会
連
合
会
（
〒060-0003

札
幌
市
中
央
区
北
３
条
西
７
丁
目

１
）
に
提
出

問
　
消
防
署
（
本
署
）
予
防
担
当

�

（
☎
�
２
５
５
１
）

ボ
イ
ラ
取
扱
技
能
講
習

第
１
回
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習

市
職
員
出
前
フ
リ
ー
ト
ー
ク
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

登
別
市
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

検
討
委
員
を
募
集
し
ま
す

登
別
市
環
境
保
全
審
議
会
委
員

を
募
集
し
ま
す

※�

詳
し
く
は
市
公
式
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

地
区
支
部
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

ン
タ
ー
備
え
付
け
の

応
募
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
環
境
対

書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
持
参
、

郵
送
、
Ｅ
メ
ー
ル

で
同
グ
ル
ー
プ

問
　
秘
書
広
報
Ｇ
（
☎
�
６
５
８
６
）

問
　
同
支
部
（
☎
㊸
５
６
９
６
）

策
グ
ル
ー
プ
（
☎
�
２
９
５
８
）

（
〒059-8701

中
央
町
６
丁
目

11
、
Ｅ
メ
ー
ル
：w
elfare@

cit�
y.noboribetsu.lg.jp

、
☎
�
１

９
１
１
）

耐震診断の補助金制度をご利用ください

○木造住宅

　木造住宅や一定規模の建築物の耐震診断に要する費用の一部を補助します。
申�込方法　８月31日㈪までに同グループ備え付けの意向確認書に必要事項を記入し、図面などを持参のうえ同グ
ループ（〒059-8701登別市中央町６丁目11）
※申し込み多数の場合は、早期に締め切り、選考を行います。

主な条件　
・・�一戸建て住宅や併用住宅であること
・・�地上２階建て以下の在来軸組工法であること
・・�所有者が居住する住宅であること
・・�昭和56年５月31日以前に着工した住宅であること
・・�建築基準法その他の関係法令に違反がないこと
・・�市税の滞納がないこと
・・�暴力団員、暴力団関係事業者でないこと
補�助額　耐震診断に要する費用の３分の２（上限５万円）
※�地上２階建て以下で延床面積が500平方㍍以下の住宅は、北海
道の無料耐震診断の対象となることがあります。詳しくは、胆
振総合振興局（☎㉔９５９４）に問い合わせください。

○一定規模の建築物
主な条件　
・・�『建築物の耐震改修の促進に関する法律』
で定める『特定既存耐震不適格建築物』
であること
・・�昭和56年５月31日以前に着工した建築物
であること
・・�建築基準法その他の関係法令に違反がな
いこと
・・�市税の滞納がないこと
・・�暴力団員、暴力団関係事業者でないこと
補�助額　耐震診断に要する費用の３分の２
（上限200万円）

問い合わせ　
建築住宅グループ（☎�４３９９）
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『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
』

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2013030800609/
https://jba-hokkaido.sakura.ne.jp/muroran/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2026051300034/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2026042400125/

